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７月６日
（火曜日）

毎
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発
行
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づ
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指
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護
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
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指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
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認
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医
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政
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課
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○
公
告

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
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（
労
働
政
策
課
）
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…

土
地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備
課
）
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…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

な
の
花
薬
局

周
南
市
二
番
町
一
丁
目
四
一
三
三

令
和
三
、

五
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
七
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

な
の
花
薬
局

周
南
市
児
玉
町
三
丁
目
二
一
番
一
号

令
和
三
、

五
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

休
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
マ
ス

ト
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

光
市
中
央
三
丁

目
七
番
一
八
号

さ
く
ら
・
介
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

光

光
市
中
央
三
丁

目
七
番
一
八
号

訪
問
介

護

令
和
二
、七
、

一

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

休
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
マ
ス

ト
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

光
市
中
央
三
丁

目
七
番
一
八
号

さ
く
ら
・
介
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

光

光
市
中
央
三
丁

目
七
番
一
八
号

介
護
予

防
訪
問

介
護

令
和
二
、七
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

一
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り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
三
年
七
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

社
会
医
療
法
人
同
仁
会
周

南
記
念
病
院

下
松
市
生
野
屋
南
一
丁
目
一
〇
番
一
号

令
和
六
、

八
、

四

公

告

（
一
七
一
）
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
三
年
七
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
を
行
う
免
許
職
種
及
び
試
験
の
方
法

㈠

免
許
職
種

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
別
表
第
十
一
に

掲
げ
る
免
許
職
種

㈡

試
験
科
目

学
科
試
験
の
う
ち
の
指
導
方
法

二

試
験
の
日
時

令
和
三
年
九
月
六
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

三

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

四

受
験
資
格

法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者

は
、
受
験
で
き
な
い
。

㈠

法
第
二
十
八
条
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

㈡

受
験
し
よ
う
と
す
る
免
許
職
種
に
つ
い
て
法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
実
技
試
験
の
全

部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
の
関
連
学
科
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

五

受
験
申
請
書
の
受
付
期
間

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
十
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合

は
、
八
月
十
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

六

受
験
申
請
書
等
の
提
出
先

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）

山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課

七

提
出
書
類

㈠

受
験
申
請
書
及
び
履
歴
書

㈡

写
真
（
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

㈢

技
能
検
定
合
格
証
書
等
受
験
資
格
を
証
す
る
書
面

八

受
験
手
数
料

三
千
百
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入

証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

九

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
は
、
令
和
三
年
九
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口

県
労
働
政
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

㈡

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

十

そ
の
他

㈠

受
験
案
内
、
受
験
申
請
書
等
の
請
求
は
、
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
商
工
労
働
部
労
働

政
策
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
指
導
員
試
験
申
請
書
請
求
」

と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
産
業
人
材
育
成
班
（
電

話
〇
八
三－

九
三
三－

三
二
三
四
）
に
す
る
こ
と
。

（
一
七
二
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

二
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令
和
三
年
七
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
市
吉
見
土
地
改
良
区

理

事

重
冨

清
元

下
関
市
大
字
吉
見
下
二
二
一
三
の
一

〃

〃

村
上

達
己

〃

〃

一
七
五
七

〃

〃

福
井

則
夫

〃

大
字
吉
見
上
一
七
八
の
三

〃

〃

長
岡

明
敏

〃

大
字
吉
見
下
二
二
一
九

〃

〃

長
岡

久
男

〃

大
字
吉
見
上
七
四
九
の
三

〃

〃

二
田

正
二

〃

〃

一
〇
七
七

〃

〃

有
光

直
也

〃

〃

一
三
四
七

〃

〃

山
内

信
弘

〃

大
字
吉
見
下
二
三
一
八

〃

〃

蔵
重

隆
文

〃

〃

二
二
八
七
の
二

〃

〃

本
木

俊
行

〃

〃

二
一
七
一

〃

〃

津
森

正
生

〃

〃

二
一
六
八

〃

〃

倉
重

憲
治

〃

〃

二
一
九
六

〃

〃

安
田

裕
司

〃

大
字
吉
見
上
二
一
一

〃

〃

吉
冨

宏
昭

〃

大
字
吉
見
下
一
五
九
五

〃

〃

福
村

和
美

〃

吉
見
里
町
二
丁
目
一
〇
番
一
六
号

〃

〃

山
本

弘
司

〃

吉
見
里
町
一
丁
目
一
番
一
七
号

〃

〃

藤
川

和
夫

〃

大
字
吉
見
下
一
七
四
〇

〃

〃

安
田

和
実

〃

吉
見
本
町
二
丁
目
二
番
一
五
号

〃

〃

太
田

和
基

〃

大
字
吉
見
下
二
二
八

〃

監

事

西
嶋

民
好

〃

吉
見
里
町
二
丁
目
一
〇
番
三
九
号

〃

〃

金
田

敏
男

〃

大
字
吉
見
下
二
一
七
七

〃

〃

横
田

英
明

〃

〃

九
一
一

〃

〃

久
保
田
茂
明

〃

吉
見
新
町
一
丁
目
一
番
五
号

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
市
吉
見
土
地
改
良
区

理

事

重
冨

清
元

下
関
市
大
字
吉
見
下
二
二
一
三
の
一

〃

〃

福
本

武
文

〃

〃

二
二
九
四

〃

〃

安
田

武

〃

大
字
吉
見
上
一
八
七

〃

〃

長
岡

明
敏

〃

大
字
吉
見
下
二
二
一
九

〃

〃

長
岡

光
志

〃

大
字
吉
見
上
七
三
一

〃

〃

宗
村

真
次

〃

〃

一
〇
六
七

〃

〃

有
光

隆
文

〃

〃

一
三
一
七

〃

〃

山
内

信
弘

〃

大
字
吉
見
下
二
三
一
八

〃

〃

本
木

俊
行

〃

〃

二
一
七
一

〃

〃

弘
中

靖
彦

〃

〃

二
一
九
七

〃

〃

倉
重

憲
治

〃

〃

二
一
九
六

〃

〃

中
村

孝
文

〃

大
字
吉
見
上
一
三
四

〃

〃

弘
中

政
文

〃

吉
見
里
町
二
丁
目
八
番
三
号

〃

〃

森
川

和
雄

〃

永
田
本
町
二
丁
目
一
番
二
八
号

〃

〃

山
本

弘
司

〃

吉
見
里
町
一
丁
目
一
番
一
七
号

〃

〃

安
田

敏
之

〃

大
字
吉
見
下
七
〇
三
の
五

〃

〃

藤
本

博

〃

〃

一
二
〇
六

〃

〃

安
田

和
実

〃

吉
見
本
町
二
丁
目
二
番
一
五
号

〃

〃

太
田

和
基

〃

大
字
吉
見
下
二
二
八

〃

監

事

工
藤

清
美

〃

〃

二
二
八
二

〃

〃

津
森

正
生

〃

〃

二
一
六
八

〃

〃

西
嶋

民
好

〃

吉
見
里
町
二
丁
目
一
〇
番
三
九
号

〃

〃

安
田

敏

〃

大
字
吉
見
下
一
一
七
八

二
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令
和
三
年
七
月
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
七
月
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


